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問
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五
九
）

答

弁

第

五

九

号 

    

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
中
華
人
民
共
和
国
の
管
理
貿
易
及
び
民
間
業
者
の
日
本
に
対
す
る
輸
出
品
種
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
五
九
号 

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
八
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
中
華
人
民
共
和
国
の
管
理
貿
易
及
び
民
間
業
者
の
日
本
に
対
す
る
輸
出
品 

種
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

輸
出
品
の
う
ち
雑
貨
纎
維
、
軽
機
械
、
農
水
産
物
等
は
政
府
の
許
可
を
要
せ
ず
、
政
府
の
許
可
を
要
す
る
品
目
は
、
輸
出

貿
易
管
理
令
別
表
第
一
に
掲
上
さ
れ
て
い
る
。
要
許
可
品
目
の
う
ち
金
属
、
重
機
械
、
化
学
薬
品
等
の
一
部
は
総
司
令
部
の

承
認
を
要
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
通
商
産
業
省
の
許
可
の
み
で
足
り
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
総
司
令
部
が
承
認
又
は
不

承
認
の
決
定
を
し
た
場
合
に
は
直
ち
に
通
商
産
業
省
に
通
報
さ
れ
る
。 

中
共
側
の
希
望
し
て
い
る
品
種
は
、
機
械
、
金
属
、
鉄
鋼
等
か
な
り
の
範
囲
に
わ
た
つ
て
お
る
模
様
で
あ
り
、
そ
の
希
望
数

量
は
不
明
で
あ
る
。
特
に
銅
線
お
よ
び
硅
素
鋼
板
、
厚
板
、
薄
板
、
棒
鋼
、
型
鋼
等
の
鉄
鋼
製
品
な
ら
び
に
ト
ラ
ツ
ク
、
ト

ラ
ク
タ
ー
等
の
希
望
が
最
も
多
い
。
更
に
最
近
は
人
絹
糸
、
自
転
車
等
の
引
合
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
中
共
側
の

希
望
條
件
と
し
て
は
、
ド
ル
を
支
拂
う
こ
と
は
極
め
て
少
く
バ
ー
タ
ー
に
よ
る
取
引
を
條
件
と
す
る
も
の
が
少
く
な
い
。
中

共
地
区
に
対
す
る
最
近
の
輸
出
は
九
月
は
二
百
万
ド
ル
、
十
月
は
四
百
万
ド
ル
程
度
と
な
つ
て
い
る
。 



右
答
弁
す
る
。 
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